
学校教育法施行規則により、高等学校等は、自校に在籍する疾病による
療養のため又は障がいのため、相当の期間学校を欠席すると認められる生
徒（入院生徒及び自宅療養生徒。以下「病気療養中等の生徒」という。）
に対して、次のような教育保障をすることができます。

北海道教育庁高校教育課

Wi-Fi環境
の整備

入院生徒の学習環境の整備に
ご協力をお願いします！

保証

01
【オンライン授業】

学習意欲はありながら、入院等のため登校できない生徒が、
原級留置、転学、中途退学することなく、在籍校を卒業できる
ようにするため、入院生徒の学習環境の整備にご協力をお願い
します。

メディアを利用して
行う同時双方向型の
授業※

医療機関の皆様へ

医療機関にご協力いただきたいこと

※ 病気療養中等の生徒に対し、メディアを利用して授業を実施する場合、同
時双方向型の授業が原則ですが、当該生徒の病状や治療の状況、医師等の意
見等から、配信側の授業時間に合わせて同時双方向型の授業を受信すること
が難しいと学校において判断した場合に限り、本人及び保護者の意向を踏ま
えオンデマンド型の授業を行うことが可能です。

学校との
連携

配信授業を視聴
できる場所の

確保

事前に収録した授業
を視聴して受講する
授業※

【オンデマンド型の授業】

保証

02
【通信教育】

保証

03

通信制課程で提供され
る、添削指導、面接指
導及び試験の方法によ
る教育



入院生徒・保護者から、オンライン授業等の実施について相談があった際に

は、当該生徒の病気の種類や病状を踏まえつつ、学校と連携の上、配信授業を

視聴できる場所を確保するなど、オンライン授業等の学習環境を整備していた

だきますようお願いします。

入院生徒の教育保障の流れ

【問合せ先】

北海道教育庁高校教育課高校教育指導係
〒060-8544 札幌市中央区北３条西７丁目
TEL 011-204-5764 FAX 011-232-1108
E-Mail kyoiku.kokyo1@pref.hokkaido.lg.jp
URL https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/nyuinseito.html

相談

病院

在籍校

入院生徒
保護者

病院

相談

連携

（令和６年度高等学校段階における病
気療養中等の生徒に対する教育保障体
制に係る調査（道教委））

方法 人数

オンライン授業 124名

オンデマンド型授業 25名

通信教育 49名

病気療養中等の生徒に対する
教育保障の実施状況

オンライン
授業の実施

・診察時間
・通院のための
移動時間

・体調不良等で
オンライン授業の
受講が難しい

画面を通じて又は
チャット機能、課
題等の方法により、
出席の確認ができ
る

学習の成果
が教科・科
目の目標か
らみて満足
できると認
められる

出席扱い

欠席
オンデマンド型
授業の実施

Yes

No

当
該
科
目
の
単
位
認
定

通信教育の実施 添削課題
の提出

面接指導（メディアを
利用して行う学習を含
む）の完了


